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事案の概要

　本件は、発明の名称を「重金属類を含む廃棄物の処理装置およびそれを用いた重金属類を含む廃棄物
の処理方法」とする特許出願の拒絶査定に対する審判請求（不服2016−15650号）について、進歩性欠如を
理由に請求不成立とした審決の取消訴訟である。争点は、進歩性判断の当否である。なお、引用例１に
記載された引用発明、及び引用例２に記載された甲２技術に関する本件審決の認定については、当事者
間で争いがない。
　本件審決が対象とした本件特許請求の範囲の請求項２の記載は、以下のとおりである。
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≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（重金属類を含む廃棄物の処理装置およびそれを用いた重金属類を含む廃棄物の処理方法−
「引用発明に副引例の技術を適用しても本願発明の構成には至らない」とされた事例）［上］（全２回）

−平成30年（行ケ）第10108号、令和元年10月２日判決言渡−



特 許 ニ ュ ー ス（　　　）（第三種郵便物認可）2 令和元年（2019年）12月２日（月曜日）

　【請求項２】　開閉自在の排出口を有するとともに閉鎖空間を有する密閉容器の内部に、固形状の有機
系廃棄物および重金属類を含むスラリー状または固形の有機系廃棄物、および前記有機廃棄物の炭化処
理中に少なくとも前記重金属類を５CaO･６SiO２･５H２O結晶（トバモライト）構造中に封じ込めるため
の５CaO･６SiO２･５H２O結晶（トバモライト）が形成されるのに十分な量のCa成分原料およびSiO２成分
原料を収容させる工程と、／前記固形状の有機系廃棄物を粉砕しながら、前記Ca成分原料およびSiO２成
分原料と撹拌混合する工程と、／密閉容器内に収容され、前記撹拌手段により粉砕、混合されつつある
前記固形状の有機系廃棄物およびCa成分原料およびSiO２成分原料に、高温高圧の水蒸気を噴射して処理
し、前記重金属類が閉じ込められた５CaO･６SiO２･５H２O結晶（トバモライト）構造の層を前記有機系
廃棄物の固形物上に形成するための高温高圧の水蒸気を噴出する工程と、／処理後に密閉容器内の蒸気
を冷却して、前記重金属類の水溶性化合物を含む処理された液体とするための工程と、／前記重金属類
の水溶性化合物を含む処理された液体と前記重金属類が封じ込められたトバモライトを含む処理された
廃棄物とを分離回収する工程と／を備えたことを特徴とする重金属類を含む廃棄物の処理方法。

（文中の「／」は、原文の改行箇所を示す。）

判示事項

１　引用発明について
１．１　本願発明と引用発明との対比

本願発明と引用発明を対比すると、一致点及び相違点は、以下のとおりであると認められる。
（一致点）

開閉自在の排出口を有するとともに閉鎖空間を有する密閉容器の内部に、有機系廃棄物を収容さ
せる工程と、／固形状の有機系廃棄物を粉砕しながら、撹拌混合する工程と、／密閉容器内に収容
され、前記撹拌手段により粉砕、混合されつつある前記固形状の有機系廃棄物に、高温高圧の水蒸
気を噴射して処理する、高温高圧の水蒸気を噴出する工程と、／処理された液体と処理された廃棄
物とを分離回収する工程と／を備えた、有機系廃棄物の処理方法。

（相違点１’）
本願発明では「固形状の有機系廃棄物および重金属類を含むスラリー状または固形の有機系廃棄

物」及び「前記有機系廃棄物の炭化処理中に少なくとも前記重金属類を５CaO･６SiO２･５H２O結晶
（トバモライト）構造中に封じ込めるための５CaO･６SiO２･５H２O結晶（トバモライト）が形成され
るのに十分な量のCa成分原料およびSiO２成分原料」を処理するのに対して、引用発明では「有機系
廃棄物」を処理する点。

（相違点２’）
本願発明では「固形状の有機系廃棄物および重金属類を含むスラリー状または固形の有機系廃棄

物およびCa成分原料およびSiO２成分原料」から生成された「前記重金属類が閉じ込められた５CaO･
６SiO２･５H２O結晶（トバモライト）構造」が「前記有機系廃棄物の固形物上に」「層」として「形成」
されるのに対して、引用発明では「有機系廃棄物」が炭化される点。

（相違点３、４）本件審決が認定したとおり（要約者註：相違点３及び４の容易想到性に係る判断に
ついて、原告は争っていない）。

１．２　本件審決における一致点等の認定の誤りについて
本件審決は、引用発明の処理対象を「有機系廃棄物」と認定する一方で、本願発明との対比におい

ては、周知技術（甲３〜７）を参照して、「固形状の有機系廃棄物および重金属類を含むスラリー状
または固形の有機系廃棄物」を一致点としているが、引用例１には、有機系廃棄物に重金属類を含む
ことを記載していない以上、この点は一致点となるものではない。


